




さいたま市立与野南中学校の服装について【R７年１０月１４日～改正】 

 

 授業  登下校  テスト  朝礼  儀式的行事  

平常時  

制服  

体育着  

ジャージ  

制服（注１）  制服  制服  制服  

暑い時  

制服  

体育着  

ジャージ  

ポロシャツ（注３）  

制服（注１）  

体育着  

ポロシャツ（注３）  

制服  

体育着  

ポロシャツ（注３）  

制服  

体育着  

ポロシャツ（注３）  

制服（注２）  

ポロシャツ（注３）  

寒い時  

制服（注５）  

体育着（注５）  

ジャージ  

制服（注１、５）  

アウター（注４）  

制服（注５）  

 

制服（注５）  

 

制服（注５）  

上記の表における「暑い時」「寒い時」を特例の時期とし、通知によって指定された期間とする。 

制服の統一ルール  

・Y シャツ、体育着等は、裾を出さないようにする。Y シャツの下は、健康面と更衣面から体育着や白い T シャツを着用する。  

・スカートの丈は膝にかかる程度とし、意図的に折って短くしない。  

・靴下の色は、黒・白・紺・灰色とし、無地・ワンポイント・ラインは可。（キャラクターものは認めない。）  

 

注１  登下校の際、名札は防犯のためつけない  

注２  入学式・卒業式での防寒着の着用は認めない  

注３  ポロシャツの色は、華美でないもの  （ワンポイントは可）  

   裾を出すことを認める  

注４  防寒対策は、セーター・カーディガン等の着用とし、屋内でのアウターの着用を認めない  

注５  セーター・カーディガン・アウターの色は、黒・紺・灰色とする   

   制服の下にセーターの代わりとしてジャージを着用することは認めない  

   体育着の下にインナー（ヒートテック等）の着用を認めるが、ハイネックやタートルネックは認めない  

   タイツは黒・紺・灰・ベージュを基本とし、着用を認める  

耳あて・毛糸の帽子等は、無地とし、マフラー（華美でないもの）を着用する場合は、長すぎないものとする（登下校のみ可） 
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